
 次のとおり、公募により企画提案を募集し、その内容を審査して最良の提案をした者を選定

し、随意契約の相手方の候補者とする手続（以下「公募型プロポーザル方式」という。）を実施

する。 

 

 令和５年（2023年）８月２日 

 

北海道知事 鈴木 直道  

 

第１ 公募型プロポーザル方式に付す事項 

１ 業務名 

   マイナンバーカード普及促進事業委託業務 

  

２ 業務の目的 

マイナンバーカードの交付を希望される方々に対し、円滑なカードの取得手続きが出来る 

よう、多様な申請機会を提供するため、移動車両を活用した出張申請受付を実施する。 

また、本事業の取組をモデルケースとし、その実施状況やノウハウについて、全道の自治

体と情報共有を図ることで、道内全体での更なるカードの普及促進を図る。 

  

３ 業務の内容 

（１）出張申請受付の実施 

ア 実施場所（自治体・会場）の選定及び調整対応 

（ア）自治体の選定にあたっては、事前に道と協議の上、決定すること。 

なお、全１４振興局で実施することとし、それぞれの振興局から少なくとも 1自治体 

以上を選定することとし、全体では３０自治体以上で実施すること。 

また、自治体の状況に応じ、実施手法（方式）等は柔軟に対応すること。 

（イ）会場の選定にあたっては、自治体の意向を踏まえること。 

なお、道が会場を指定する場合には、別途、受注者と協議する。 

（ウ）より多くの申請につながるよう、住民への事前の周知や、申請者にとって分かりやす 

  い説明など、事業の効果が最大限に図られるよう工夫すること。 

（エ）１自治体での実施期間は２日間（２回）を基本とするが、自治体の状況に応じて当該 

  期間を設定・調整の上、全体を通じて合計６０回以上の実施を目安とすること。 

 

イ 移動車両を活用したマイナンバーカード出張申請受付の実施 

（ア）別途受託者が作成する「業務マニュアル」を遵守すること。 

（イ）業務の実施にあたり、次の役割分担を基本とし、人員を確保(配置)すること。 

a 業務統括担当者：業務全体を指揮し委託者との連絡調整及び対外的な交渉を行う力量 

（総括責任者） を有する者として、常時１名以上配置すること。 

b申請受付担当者：マイナンバー制度の内容を理解し、適切に申請受付が行える者を申 

（業務担当者） 請受付業務の実施に必要な人数配置すること。 

c その他事務担当者：車両の運転、申請受付を行う際の簡易な調整等、上記(ｱ)、(ｲ)の他 

（業務担当者） 業務の実施に必要な事務を行う者を業務の実施に必要な人数配置す 

ること。 

 

＜以下、別途作成による「業務マニュアル」に登載されるべき主な業務内容として 

考えられるもの＞ 

・出張申請受付実施場所における来客誘導及び受付、手続きの案内 

・申請者のマイナンバーカード交付申請書（以下「交付申請書」という。）記入支援 

・交付申請書貼付用の写真の撮影、印刷及び切抜き及び写真貼付 



・交付申請書の送付用封筒の交付 

・今後の流れの説明（交付申請書へのマイナンバーの記載、交付通知書の受領、カード

受取場所、代理人による受け取り方法等） 

・マイナンバーカードに関する基本的な質疑応答 

 

(ウ)マイナンバーカードの出張申請受付に必要な物品、什器の準備及び設営・撤去するこ 

と。 

a 情報機器等に係るセキュリティ対策は、以下の点等を考慮し、十分に対策を講じる 

こと 

(a)受託者において手配するインターネット回線への接続 

(b)情報機器等にウイルス対策ソフトのインストール及び定期的なウイルス定義 

ファイルの更新 

(c)各種（特定）個人情報に係る機密性の保持（他者からの閲覧や不正使用の防止、 

入力情報の復元防止等） 

      b 以下の物品の単価については、次のとおりとすること。 

      (a)タブレット端末：１台あたり６万円以下 

      (b)モバイルプリンター：1台あたり２万５千円以下 

      (c)タブレット用ウェブカメラ：1台あたり１万円以下 

 

ウ ラッピングカーによる巡回・訪問 

会場の巡回・訪問には、本事業の趣旨を盛り込んだラッピングカーを使用することとし、

車の手配から、ラッピングのデザイン、装飾加工、運用、維持管理、業務完了後の返却に

至るまで、受注者にて実施すること。また、付随する広告素材についても同様とすること。

なお、その際には、本事業の実施主体が北海道であることが分かるよう工夫すること。 

※本内容に関する各種経費は、委託料に含む。 

 

エ 住民向け PRの実施 

 (ア) 出張申請受付実施前における広報 

実施自治体と連携し、当日、より多くの申請に繋がるよう、効果的な広報活動を

実施すること。 

なお、高齢者施設等で実施する場合は、事前に当該施設関係者と十分調整の上、必

要な配慮を行うこと。 

(イ) 出張申請受付当日における広報 

会場入口等での、のぼりの設置やチラシ配布・呼び込みなどの広報活動を実施 

     すること。 

※広報活動に関する経費（チラシ・粗品等）は、委託料に含む。 

 

（２）他自治体との情報共有 

実施当日の様子のほか、自治体や各会場との事前協議や各種広報展開など、本事業の 

実施状況やノウハウについて、他自治体に横展開が図れるよう、効果的な手法により、情

報共有を行うこと。 

 なお、実施にあたっては、道・実施自治体から事前の承認を得ること。 

※本内容に関する各種経費は、委託料に含む。 

 

 



（３）問い合わせ及び相談対応等 

各自治体、団体及び住民等からの問い合わせや相談等について、対応すること。 

 

（４）業務マニュアル等の作成、スタッフ研修の実施 

ア 受注者は、本業務の運営手順、注意事項、FAQ 等について定めた業務マニュアル等を作

成し、本業務に従事する全てのスタッフに周知するとともに、適切な研修を実施すること。 

イ 当該マニュアルは、事業期間内においても随時更新を可能とし、適時、道の確認を受け 

ること。なお、対応困難事例など、当該マニュアルによりがたい場合は道に相談のうえ、 

指示を仰ぐこと。 

ウ なお、当該マニュアルの作成にあたっては、本業務では、マイナンバーを含む機微な情 

報（特定個人情報）を取り扱うことを十分に理解し、「マイナンバー法」、「個人情報保護 

法」のほか、個人情報保護委員会が定める「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイド 

ライン」の規定を遵守すること。 

 

（５）成果物（実績報告） 

ア 業務マニュアル等（※本業務で作成したドキュメント一式） 

イ 週次報告書（翌週火曜日までに提出） 

ウ 月次報告書（翌月７日までに提出） 

エ 最終報告書（委託業務完了後、下記報告内容を速やかに提出） 

オ 業務経費一覧及び証拠書類（※提出時期は、最終報告書に同じ） 

※報告内容は実施概要、交付申請書の受付対応件数、写真撮影件数、その他対応件数 

（要内訳） 

※最終報告書は、令和６年（2024年）１月３１日(水)までに提出すること。 

※報告資料の提出方法は、データ送付でも可（一般的なツール（メールなど）を利用）。 

 

（６）業務上の留意事項 

ア 受託者は、業務を円滑に遂行するために逐次、道と連絡調整を行うこと。 

イ 受託者は、事業の遂行にあたり、予期できない事由（例：新型コロナウイルス感染症の 

  再拡大など）が生じた場合は、業務内容の再調整等について、道と協議の上、道の指示に 

従うものとすること。 

ウ 受託者は、本業務の実施に必要な資料等の貸与を道に求めることができるものとし、道 

は、貸与可能なものについて受託者へ貸与するものとする。受託者は、貸与された資料等 

については、受託者の責任において管理し、その取扱いに十分注意するものとする。また、 

貸与された資料等は、使用後速やかに返却するものとする。 

エ 受託者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。また、業務 

  を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しな 

ければならない。また、業務終了後も同様の取扱いとする。 

オ なお、その他、業務内容の詳細については、企画提案の内容を基本として、道と受託者 

  が協議して決定する。 

カ 本業務に係る委託経費による支出対象経費は、人件費、事務費（マニュアル等作成経費、 

各種需用費・通信費・役務費・使用料及び賃借料、委託費）、及びその他委託業務に必要な 

経費とする。 

 

第２ 公募型プロポーザルに参加する者に必要な資格 

１ 複数の法人による連合体（以下「コンソーシアム」という。）、単独法人又は法人以外の団 



体であること。 

２ コンソーシアムの構成員、単独法人又は法人以外の団体は、次の要件を全て満たしているこ 

と。 

（１） 企業、特定非営利活動法人、その他法人又は法人以外の団体等であること （ただし、 

宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴 力団員の統制の下にあ 

る団体を除く。）。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者で 

  ないこと。 

  （３） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により競争入札への参加を排除されて

いる者でないこと。 

 （４） 北海道の競争入札参加資格者指名停止事務処理要領（平成４年９月１１日付け局総第

４６１号）第２第１項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名停止を

受けたが、既にその停止の期間を経過していること。 

（５） 暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団員関係事業者等であることにより、 

   道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

 （６） 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

    ア 道税（個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。） 

    イ 本店が所在する都府県の事業税（道税の納税義務がある場合を除く。） 

    ウ 消費税及び地方消費税 

 （７） 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと（当該届出の義務がない場合を

除く。） 

    ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

    イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

    ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

 （８） コンソーシアムの構成員が単独法人、法人以外の団体又は他のコンソーシアムの構成

員として、このプロポーザルに参加する者でないこと。 

 

第３ 手続き等 

１ 担当部局 

北海道総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推進課 

所 在 地：〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目（本庁舎５階） 

電話番号：011-204-5171（直通） 

 

２ 企画提案説明書の交付 

（１）期間 令和５年（2023年）８月２日（水）から令和５年８月２９日（火）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日は除く。交付時間は午前９時から午後５時まで） 

（２）場所 １の場所で交付する。 

なお、北海道総合政策部次世代社会戦略局デジタルトランスフォーメーション推

進課のホームページからダウンロードすることができる。 

（https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/160331.html） 

 

３ 参加表明書の提出 

（１） 期限 令和５年（2023年）８月１６日（水） 午後５時必着 

（２） 場所 １に同じ 

（３） 方法 持参又は郵送（特定郵便、簡易書留、書留のいずれかによる。） 

 



４ 企画提案書の提出 

（１）期限 令和５年（2023年）８月２９日（火）午後５時必着 

（２）場所 （１）に同じ 

（３）方法 持参又は郵送（特定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。） 

 

第４ 提案の無効 

公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格を有しない者の提出した提案は無効と 

する。 

 

第５ 最良の提案をした者の選定方法 

     あらかじめ定めた審査基準及び審査方法により、提出された提案書を評価し、最良の提案 

をした者（以下「特定者」という。）を選定する。 

 

第６ 契約手続 

特定者を見積書徴収の相手方に決定したときは、別途財務会計法令の規定により契約手続 

を行う。 

 

第７ その他 

１ 提案書の作成及び提出に要する費用は、提案者の負担とする。 

２ 審査結果及び特定者名は、公表する。 

３ 詳細は、企画提案説明書による。  



（別記） 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、この業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益

を侵害することのないよう努めなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならな

い。 

２ 受託者は、その使用する者が、この業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に

漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この業務が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受託者は、この業務による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するとき

は、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供制限） 

第４ 受託者は、この業務による事務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録さ

れた資料等を委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第５ 受託者は、この業務による事務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録さ

れた資料等を、委託者の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。 

（提供資料等の返還等） 

第６ 受託者は、この業務を処理するため委託者から提供された個人情報が記録された資料等

を、業務完了後、速やかに委託者に返還するものとする。ただし、委託者が別に指示したと

きは、当該方法によるものとする。 

（契約解除及び損害賠償） 

第７ 委託者は、受託者が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の

解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

 


